


刺し網漁業

申請すべき期間

いかすびき網漁業 令和４年２月10日（木）から同年３月９日（水）まで

漁業種類 操業区域 漁業時期
船舶の

総トン数
推進機関
の馬力数

許可又は起業
の認可をすべ
き船舶等の数

漁業を営む者
の資格

いかすびき網
漁業

指宿漁業協同
組合共同漁業
権内及びその
地先沖合の区
域

4月1日から10
月31日まで

定めなし 定めなし 1隻

指宿市（旧開聞町及び旧
山川町を除く）の区域に
住所又は事業場を有する
者


